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 議案第８９号 

 

 

杵築市行政手続における特定の個人を識別するため 

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利 

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正 

について 

 

 

杵築市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提 

供に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市行政手続における特定の個人を識別するため 
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利 
用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改 
正する条例 

 
杵築市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例（平成２７年杵築市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。 
別表第１中 

 「 
１ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）に準じて行

う保護の決定及び実施、就労自立給付金の

支給、保護に要する費用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務であって規則で定める

もの 
                            」を 
 「 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）に準じて行

う保護の決定及び実施、就労自立給付金若

しくは進学準備給付金の支給、保護に要す

る費用の返還又は徴収金の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 
」に

改める。 
 別表第２中 
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「 
１ 市長 生活に困窮する

外国人に対する

生活保護法に準

じて行う保護の

決定及び実施、

就労自立給付金 
の支給、保護に

要する費用の返

還又は徴収金の

徴収に関する事

務であって規則

で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算

定した税額若しくはその

算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方

税関係情報」という。）、

母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

養育医療の給付若しくは

養育医療に要する費用の

支給に関する情報、児童

手当法（昭和４６年法律

第７３号）による児童手

当若しくは特例給付の支

給に関する情報（以下「 
児童手当関係情報」とい

う。）、介護保険法（平成

９年法律第１２３号）に

よる保険給付の支給、地

域支援事業の実施若しく

は保険料の徴収に関する

情報（以下「介護保険給

付等関係情報」という。 
）、 障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支 
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  援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）

による自立支援給付の支

給に関する情報（以下「 
障害者自立支援給付関係

情報」という。）、医療保

険各法（健康保険法（大

正１１年法律第７０号 
）、 船員保険法（昭和１

４年法律第７３号 ）、 私

立学校教職員共済法（昭

和２８年法律第２４５号 
）、 国家公務員共済組合

法（昭和３３年法律第１

２８号 ）、 国民健康保険

法（昭和３３年法律第１

９２号）又は地方公務員

等共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）をい

う。以下同じ 。） 又は高

齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律

第８０号）による医療に

関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報

（以下「医療保険給付関

係情報」という。）、生活

保護法による保護の実施 
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  若しくは就労自立給付金

の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」

という。）、児童扶養手当

法（昭和３６年法律第２

３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関

係情報」という。）、母子

及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１

２９号）による給付金の

支給に関する情報、特別

児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）その他

の法令による給付の支給

に関する情報（以下「特

別児童扶養手当関係情報 
」という。）、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３

０号）による永住帰国旅

費、自立支度金、一時金

若しくは一時帰国旅費の 
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  支給に関する情報、中国

残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給

付又は配偶者支援金の支

給に関する情報（以下「 
中国残留邦人等支援給付

等関係情報」という 。）

であって規則で定めるも

の 
」を 

「 
１ 市長 生活に困窮する

外国人に対する

生活保護法に準

じて行う保護の

決定及び実施又

は徴収金の徴収

に関する事務で

あって規則で定

めるもの 

地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算

定した税額若しくはその

算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方

税関係情報」という。）、

母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

養育医療の給付若しくは

養育医療に要する費用の

支給に関する情報、児童

手当法（昭和４６年法律 
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  第７３号）による児童手

当若しくは特例給付の支

給に関する情報（以下「 
児童手当関係情報」とい

う。）、介護保険法（平成

９年法律第１２３号）に

よる保険給付の支給、地

域支援事業の実施若しく

は保険料の徴収に関する

情報（以下「介護保険給

付等関係情報」という。 
）、 障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）

による自立支援給付の支

給に関する情報（以下「 
障害者自立支援給付関係

情報」という。）、医療保

険各法（健康保険法（大

正１１年法律第７０号 
）、 船員保険法（昭和１

４年法律第７３号 ）、 私

立学校教職員共済法（昭

和２８年法律第２４５号 
）、 国家公務員共済組合

法（昭和３３年法律第１

２８号 ）、 国民健康保険 
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  法（昭和３３年法律第１

９２号）又は地方公務員

等共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）をい

う。以下同じ 。） 又は高

齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律

第８０号）による医療に

関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報

（以下「医療保険給付関

係情報」という。）、生活

保護法による保護の実施

若しくは就労自立給付金

若しくは進学準備給付金

の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」

という。）、児童扶養手当

法（昭和３６年法律第２

３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関

係情報」という。）、母子

及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１

２９号）による給付金の

支給に関する情報、特別

児童扶養手当等の支給に 
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  関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）その他

の法令による給付の支給

に関する情報（以下「特

別児童扶養手当関係情報 
」という。）、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３

０号）による永住帰国旅

費、自立支度金、一時金

若しくは一時帰国旅費の

支給に関する情報、中国

残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給

付又は配偶者支援金の支

給に関する情報（以下「 
中国残留邦人等支援給付

等関係情報」という 。）

であって規則で定めるも

の 
」に、 

「 
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１４ 市長 杵築市特定公共

賃貸住宅条例に

よる特定公共賃

貸住宅の管理に

関する事務であ

って規則で定め

るもの 

地方税関係情報、地方税

の徴収に関する情報、児

童手当関係情報、生活保

護関係情報、児童扶養手

当関係情報、特別児童扶

養手当関係情報、生活に

困窮する外国人に対する

生活保護法に準じて行う

保護の実施若しくは就労

自立給付金の支給に関す

る情報（以下「外国人生

活保護関係情報」とい

う 。） 又は療育手帳（児

童相談所（児童福祉法（ 
昭和２２年法律第１６４

号）第１２条第１項に規

定する児童相談所をい

う 。） 又は知的障害者更

生相談所（知的障害者福

祉法第９条第６項に規定

する知的障害者更生相談

所をいう 。） において知

的障害であると判定され

た者に対して大分県知事

が交付する手帳で、その

者の障害の程度その他の

事項の記載があるものを

いう。以下同じ 。） に関 
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  する情報であって規則で

定めるもの 
                           」を 
「 

１４ 市長 杵築市特定公共

賃貸住宅条例に

よる特定公共賃

貸住宅の管理に

関する事務であ

って規則で定め

るもの 

地方税関係情報、地方税

の徴収に関する情報、児

童手当関係情報、生活保

護関係情報、児童扶養手

当関係情報、特別児童扶

養手当関係情報、生活に

困窮する外国人に対する

生活保護法に準じて行う

保護の実施若しくは就労

自立給付金若しくは進学

準備給付金の支給に関す

る情報（以下「外国人生

活保護関係情報」とい

う 。） 又は療育手帳（児

童相談所（児童福祉法（ 
昭和２２年法律第１６４

号）第１２条第１項に規

定する児童相談所をい

う 。） 又は知的障害者更

生相談所（知的障害者福

祉法第９条第６項に規定

する知的障害者更生相談

所をいう 。） において知

的障害であると判定され 

16



 

  た者に対して大分県知事

が交付する手帳で、その

者の障害の程度その他の

事項の記載があるものを

いう。以下同じ 。） に関

する情報であって規則で

定めるもの 
」に

改める。 
 

附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９０号 

 

 

杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用 

弁償等に関する条例の一部改正について 

 

 

杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関 

 する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用 
弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 
杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関 

する条例（平成１７年杵築市条例第３６号）の一部を次のように 
改正する。 
 別表中 
「 

農業委員会の農地利用最適化 月額 １２，０００円 
推進委員 年額 月額の欄に定める

額のほか、農地利

用最適化交付金事

業実施要綱第３の

１の（１）に掲げ

る活動に対し予算

内の額 
」を 

「 
農業委員会の農地利用最適化 月額 １６，０００円 
推進委員 年額 月額の欄に定める

額のほか、農地利

用最適化交付金事

業実施要綱第３の

１の（１）に掲げ

る活動に対し予算

内の額 
」に 

改める。 
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附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

20



 

 議案第９１号 

 

 

杵築市税特別措置条例の一部改正について 

 

 

杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例を次のように定め 

る。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例 
 

杵築市税特別措置条例（平成１７年杵築市条例第８１号）の一

部を次のように改正する。 
  第１条中「第５条第４項第５号に規定する地方活力向上地域」

を「第５条第４項第５号イに規定する地方活力向上地域」に、「 
認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画」に改める。 
第６条の見出し中「固定資産税の」の次に「課税免除又は」を

加え、同条第１項中「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」

を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に、「地方活力

向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画」に、「課する固定資産税の税率は、税条例第６

２条の規定にかかわらず、初年度にあっては１００分の０．１４、

第２年度にあっては１００分の０．３５、第３年度にあっては１

００分の０．７０とする」を「課すべき固定資産税を課さない」

に改め、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 
 ２ 前項の規定による課税免除は、地方活力向上地域特別償却設

備に対して固定資産税を課すべき最初の年度以降３年度の間に

課するものに限る。 
 

附 則 
（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ この条例による改正後の杵築市税特別措置条例の規定は、平

成３０年６月１日（以下「適用日」という 。） 以後に新設され、

又は増設された地方活力向上地域特別償却設備に対して課する
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固定資産税について適用し、適用日前に新設され、又は増設さ

れた地方活力向上地域特別償却設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 
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 議案第９２号 

 

 

杵築市行政財産使用料条例の一部改正について 

 

 

杵築市行政財産使用料条例の一部を改正する条例を次のように 

定める。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 
 

杵築市行政財産使用料条例（平成１７年杵築市条例第８４号）

の一部を次のように改正する。 
別表中 

 「 
杵築

市健

康福

祉セ

ンタ

ー 

温泉

場 
祝日及び１２

月２９日から

翌年１月３日

までの期間を

除く日（休館

日を除く 。）  
午前１０時か

ら 
午後９時まで 
祝日及び１２

月２９日から

翌年１月３日

まで（休館日

を除く 。）  
午前１０時か

ら 
午後８時まで 

１回につき 
一般 

１００円 
小中学生 

５０円 

利用者が他市町

村の住民等の場

合は、使用料の

１００％を加算

する。 

 多目

的ホ

ール 

午前８時から 
午後１０時ま

で 

１時間につき 
１，０８０円 

１ １時間未満

の使用時間は

１時間として 
 冷暖 午前８時から 基本料 算定する。 
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 房施 
設 

午後１０時ま

で 
１，６２０円 
１時間につき 
１，６２０円 

２ 利用時間を

 延長した場合

 は、１時間当 
 屋根

付広

場 

午前８時から 
午後１０時ま

で 

１時間につき 
５４０円 

たり料金に延

 長時間を乗じ

 た額を加算す

 る（１時間未

 満は、１時間

 とする。）。  
３ 利用者が他

市町村の住民

等の場合は、

使用料の１０

０％を加算す

る。 
４ 利用者が入

場料若しくは

これに類する

ものを徴収す

るとき又は入

場料は徴収し

ないが営利を

目的として利

用する場合

は、使用料の

２００％を加

算する。 
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 運動

広場 
午前６時から 
午後９時３０

分まで 

１時間につき 
１００円 

１ １時間未満

の使用時間は

１時間として

算定する。 
２ 利用時間を

延長した場合

は、１時間当

たり料金に延

長時間を乗じ

た額を加算す

る（１時間未

満は、１時間

とする。）。  
３ 利用者が他

市町村の住民

等の場合は、

使用料の１０

０％を加算す

る。 
 夜間

照明

施設 

午後５時３０

分から 
午後９時３０

分まで 

１時間につき 
３，２４０円 

１ １時間未満

の使用時間は

１時間として

算定する。 
２ 利用時間を

延長する場合

は、３０分ご

ととし１時間 
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    当たり使用料

の５０％を加

算する（３０

分未満は、３

０分とする。 
）。  

３ 利用者が他

市町村の住民

等の場合は、

使用料の１０

０％を加算す

る。 
                             」 
 を 
 「 

杵築

市健

康福

祉セ

ンタ

ー 

温泉

場 
祝日（国民の

祝日に関する

法律（昭和２

３年法律第１

７８号）に規

定する休日を

いう。以下同

じ 。） 及び１

２月２９日か

ら翌年１月３

日までの期間

を除く日（休 

１回につき 
一般 

１００円 
小中学生 

５０円 

利用者が他市町

村の住民等の場

合は、使用料の

１００％を加算

する。 
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  館日を除く。 
） 
午前１０時か

ら 
午後９時まで 
祝日及び１２

月２９日から

翌年１月３日

まで（休館日

を除く 。）  
午前１０時か

ら 
午後８時まで 

  

 多目

的ホ

ール 

午前８時から 
午後１０時ま

で 

１時間につき 
１，０８０円 

１ １時間未満

の使用時間は

１時間として 
 冷暖 午前８時から 基本料 算定する。 
 房施 

設 
午後１０時ま

で 
１，６２０円 
１時間につき 
１，６２０円 

２ 利用時間を

 延長した場合

 は、１時間当 
 屋根

付広

場 

午前８時から 
午後１０時ま

で 

１時間につき 
５４０円 

たり料金に延

 長時間を乗じ

 た額を加算す

 る（１時間未

 満は、１時間

 とする。）。  
３ 利用者が他 
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    市町村の住民

等の場合は、

使用料の１０

０％を加算す

る。 
４ 利用者が入

場料若しくは

これに類する

ものを徴収す

るとき又は入

場料は徴収し

ないが営利を

目的として利

用する場合

は、使用料の

２００％を加

算する。 
 運動

広場 
午前６時から 
午後９時３０

分まで 

１時間につき 
１００円 

１ １時間未満

の使用時間は

１時間として

算定する。 
２ 利用時間を

延長した場合

は、１時間当

たり料金に延

長時間を乗じ

た額を加算す

る（１時間未 
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    満は、１時間

とする。）。  
３ 利用者が他

市町村の住民

等の場合は、

使用料の１０

０％を加算す

る。 
 夜間

照明

施設 

午後５時３０

分から 
午後９時３０

分まで 

１時間につき 
３，２４０円 

１ １時間未満

の使用時間は

１時間として

算定する。 
２ 利用時間を

延長する場合

は、３０分ご

ととし１時間 
    当たり使用料

の５０％を加

算する（３０

分未満は、３

０分とする。 
）。  

３ 利用者が他

市町村の住民

等の場合は、

使用料の１０

０％を加算す

る。 
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                             」 
 に、 
 「 

ＪＲ

杵築

駅駐

車場 

駐車

場 
午前６時から 
午後１０時ま

で 

１台１回につ

き 
３００円 

月極めについて

は、月額３，２

４０円とする。 

                             」 
 を 
 「 

ＪＲ

杵築

駅駐

車場 

駐車

場 
午前６時から 
午後１０時ま

で 

１台１回につ

き 
３００円 

１ 月極めにつ

いては、月額

３，２４０円

とする。ただ

し、平日のみ

利用する場合

は、月額２，

３７０円とす

る。 
２ 平日とは、

土曜日及び日

曜日並びに祝

日を除く日と

する。 
」 

 に改める。 
 

附 則 
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 この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 
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 議案第９３号 

 

 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部改正について 

 

 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 
準を定める条例の一部を改正する条例 

 
杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年杵築市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 
第５条第５項中「次条第２号」を「次条第１項第２号」に改め

る。 
第６条中「をいう 。」 の次に「以下この条において同じ 。」 を

加え、同条に次の２項を加える。 
 ２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号

の規定を適用しないことができる。 
（１） 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されて

いること。 
（２） 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられていること。 
３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 
（１） 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場

所又は事業所（次号において「事業実施場所」という。 
）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される

場合 第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次
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号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という 。）  
  （２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事

業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同

等の能力を有すると市が認める者 
  第１６条第２項に次の１号を加える。 
  （４） 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託

している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による

給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業

務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼

児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の

提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養

素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適

切に応じることができる者として市が適当と認めるもの

（家庭的保育事業者が第２２条に規定する家庭的保育事

業を行う場所（第２３条第２項に規定する家庭的保育者

の居宅に限る。附則第２条第２項において同じ 。） にお

いて家庭的保育事業を行う場合に限る 。）  
第４５条中「第６条第１号及び第２号」を「第６条第１項第１

号及び第２号」に改める。 
附則第２条中「行う者」の次に 「（ 次項において「施設等」と

いう。）」を加え、同条に次の１項を加える。 
２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２

２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施される

ものに限る 。） の認可を得た施設等については、施行日から起

算して１０年を経過する日までの間は、第１５条、第２２条第

４号（調理設備に係る部分に限る 。） 及び第２３条第１項本文

（調理員に係る部分に限る 。） の規定は、適用しないことがで

きる。この場合において、当該施設等は、第３条第１項に規定
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する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事

業所等内で調理する方法（第１０条の規定により、当該家庭的

保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉

施設等の調理施設において調理する方法を含む 。） により行う

ために必要な体制を確保するよう努めなければならない。 
 

附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９４号 

 

 

杵築市簡易水道事業設置条例の一部改正について 

 

 

杵築市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例を次のよう 

 に定める。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例 
 

杵築市簡易水道事業設置条例（平成１７年杵築市条例第１２５ 
 号）の一部を次のように改正する。 

別表中 
 「 

守江簡易

水道 
守江区 ６４０人 ２４６立方メートル 

」を 
 「 

守江簡易

水道 
守江区の

一部 
８６２人 ３１２立方メートル 

」に 
 改める。 
 

附 則 
 この条例は、平成３０年１１月１日から施行する。 
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議案第９５号 

 

 

杵築市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委 

員の定数に関する条例の一部改正について 

 

 

杵築市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

平成３０年８月３ 1 日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委 
員の定数に関する条例の一部を改正する条例 

 
杵築市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例（平成２７年杵築市条例第４５号）の一部を次のよう 
に改正する。 
 第２条第２号中「１４人」を「１８人」に改める。 
 

附 則 
 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 議案第９６号 

 

 

   訴えの提起について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号の規定により、次のとおり訴えの提起をすることについて、議

会の議決を求める。 

 

 

平成３０年８月３１日提出 

 

 

               杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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１ 当事者  原告 杵築市 

       被告 ■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■ 

          ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 

 

２ 事件名  建物収去土地明渡等請求事件 

 

３ 事件の概要 

杵築市は、■■■■■■■■■■■■■■■■■との間で、

■■■■■の運営を委託するため、昭和５９年４月１日に契

約を締結した。 

平成１２年３月３１日を以て施設の老朽化により■■■■

■を廃止し、平成１６年３月３１日を以て委託契約を解除し

たが、契約解除後も■■■■■■■■■■■■■■■■■が

下記土地上に建物及び動産を放置している。 

これまで廃止後の補償等について再三にわたり交渉してき

たが合意には至らず、平成２６年６月を以って協議を終結し

たが、その後も放置したままの状態であるため、大分地方裁

判所に提起するものである。 

 

４ 物件目録 

 （１） 土地 

   ア 所  在  ■■■■■■■■■■ 

地  番  ■■■■ 

     地  目  宅地 

     地  積  ９９．１７平方メートル 

   イ 所  在  ■■■■■■■■■■ 

地  番  ■■■■■ 
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     地  目  宅地 

     地  積  １６２９．７２平方メートル 

 （２） 建物（未登記） 

   ア 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■ 

     構  造  鉄筋コンクリート造スレート葺き平家建 

     床 面 積  １４５．８平方メートル 

   イ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■ 

     構  造  木造スレート葺き平家建 

     床 面 積  ２８．８平方メートル 

   ウ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■■■■ 

     構  造  コンクリートブロック造スレート葺き平

家建 

     床 面 積  ２０．３５平方メートル 

   エ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■■■■■ 

     構  造  プレハブ造 

     床 面 積  １９．４４平方メートル 

   オ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■■■■■ 

     構  造  木造セメント瓦葺き平家建 
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     床 面 積  １１．０７平方メートル 

   カ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■■■■■ 

     構  造  木造セメント瓦葺き平家建 

     床 面 積  １３．３２平方メートル 

   キ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■ 

     構  造  コンクリートブロック造陸屋根 

     床 面 積  ２９．８３５平方メートル 

   ク 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■■■ 

     構  造  鉄骨造スレート葺き 

     床 面 積  １４．０４平方メートル 

   ケ 所  在  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

     家屋番号  無 

     種  類  ■■■ 

     構  造  鉄骨造スレート葺き 

     床 面 積  ９．７２平方メートル 

 

５ 請求の趣旨 

（１） 被告は、原告に対し、物件目録記載（１）アの土地を

明け渡せ。 

（２） 被告は、原告に対し、物件目録記載（２）の建物を収

去して、物件目録記載（１）イの土地を明け渡せ。 

（３） 被告は、原告に対し、平成１２年４月１日から前２号
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の土地明渡済みまで１か月３６，０００円の割合による

金員を支払え。 

（４） 原告と被告との間において、原告の平成１２年３月３

１日付け■■■■■■業務委託契約の解約に基づく原告

の被告に対する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠

償債務が存在しないことを確認する。 

（５） 訴訟費用は被告の負担とする。 

（６） 仮執行宣言 

 

 ６ 訴訟の方針 

（１） 弁護士 ■■■■ 氏を訴訟代理人と定める。 

（２） 必要がある場合は、控訴し、又は和解する。 
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議案第９７号 
 
 

市道の路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ 
 り、市道の路線を次のように認定する。 
 
 

平成３０年８月３１日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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 １ 認定する路線 

 路線名    
  延長   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

  幅員   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

       起   点     
備考  

       終   点     

菅尾中線 265.0  
2.5～  

9.0  

杵築市大字大内字上ノ原 7473 番 6 地先 

杵築市大字大内字上ノ原 7546 番 1 地先 

 

菅尾支線 75.0 
2.5～  

6.0  

杵築市大字大内字上ノ原 7433 番 1 地先 

杵築市大字大内字上ノ原 7526 番 1 地先 

 

 

美濃山循環  

線 
450.0  

2.5～  

10.0   

杵築市大字守江字神原 1002 番 43 地先  

杵築市大字守江字犬迫 1035 番 1 地先   
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すがおなかせん

菅 尾 中 線

Ｌ = 265.0m
W = 2.5m ～ 9.0m

認 定

菅尾公民館

市道 菅尾線

市道 菅尾線

市道 三光坊線

市道 上ノ原戸切石
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すがおしせん

菅 尾 支 線

Ｌ = 75.0m
W = 2.5m ～ 6.0m

認 定

菅尾公民館

市道 菅尾線

市道 菅尾線

市道 三光坊線

市道 上ノ原戸切石
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10.0m

みのやまじゅんかんせん

美濃山循環線

Ｌ = 450.0m
W = 2.5m ～

認 定

神 場 池

市道 住吉川美濃山線

市道 美濃一号線

市道 美濃崎線

国道213号
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報告第１９号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  平成３０年８月３１日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

平成３０年度杵築市一般会計補正予算（第２号）・・・別冊 
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報告第２０号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  平成３０年８月３１日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

平成３０年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第 
１号）・・・別冊 
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報告第２１号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  平成３０年８月３１日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

平成３０年度杵築市一般会計補正予算（第３号）・・・別冊 
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 報告第２２号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    健全化判断比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第３条第１項の規定により、平成２９年度決算に基づく 

 健全化判断比率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次の 

 とおり報告する。 

     

 

    平成３０年８月３１日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率 

                         （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

   ― 

（１３．２４） 

    ― 

 （１８．２４） 

   ９．７ 

 （２５．０） 

  ４２．６ 

（３５０．０） 

 （備考）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率はない 

     ２ 括弧書き内は、同法に基づく早期健全化基準 
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 報告第２３号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    資金不足比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第２２条第１項の規定により、平成２９年度決算に基づ 

 く水道事業会計、工業用水道事業会計、山香病院事業会計、簡易 

 水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業 

 特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計毎の資金不足 

 比率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次のとおり報告 

 する。 

 

 

   平成３０年８月３１日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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 平成２９年度決算に基づく資金不足比率 

                        （単位：％） 

     特別会計の名称  資金不足比率  

 水道事業会計                ― 

 工業用水道事業会計        ―     

 山香病院事業会計      ―     

 簡易水道事業特別会計        ―  

 農業集落排水事業特別会計      ― 

 公共下水道事業特別会計       ― 

 特定環境保全公共下水道事業特別会計     ―   

 （備考） １ 各特別会計ともに資金不足比率はない 

      ２ 同法に基づく経営健全化基準は、各特別会計毎に 

       ２０．０％ 
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報告第２４号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
平成３０年８月３１日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書       
 

本市が設置管理する市道上で発生した物損事故について、地方 
自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 
平成３０年７月２日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決 
定し、和解する。 

 
１ 損害賠償の相手方 住所 ■■■■■■■■■■■■■■ 

         氏名 ■■■■ ■■ 
 

２ 事故発生年月日  平成３０年６月６日 
 

３ 事故発生場所   杵築市大字八坂 市道山手線 
 

４ 事故原因・状況 
 相手方車両が市道に出る際に、道路側溝の蓋のグレーチン 
グを車両前輪で跳ね上げ、車両底部の燃料タンクを破損した。 

 
 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、 

相手方車両の修繕料１２７，６８６円を支払う。 
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報告第２５号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
平成３０年８月３１日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書       
 

本市が与えた休業等の損害について、地方自治法第１８０条第 
 １項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 
平成３０年７月２日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた休業等による損害賠償の額を次のとおり 
決定し、和解する。 

 
１ 損害賠償の相手方 住所 ■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■ 
         氏名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日  平成３０年６月２６日 
 

３ 事故発生場所   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
           ■■■■■■■■■■■ 

 
４ 事故原因・状況 

 本市職員が上記場所にて、虫の駆除を行うため、殺虫剤を 
店舗周辺に散布した際、同店舗に殺虫剤が飛散し、休業等の 
損害を与えた。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市は、相手方に与えた休業等による損害賠償金２７５，４ 

００円を支払う。 
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